
情報アクセシビリティ確保に向けた取組み

令和５年３月23日
情報流通行政局 情報活用支援室

情報アクセシビリティ推進シンポジウム2023
～「情報アクセシビリティ自己評価様式」の活用の推進について～
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年齢、障害の有無、性別、国籍等にかかわらず、誰もがデジタル活用の利便性を享受し、
又は担い手となり、多様な価値観やライフスタイルを持って豊かな人生を送ることができる
「包摂的（インクルーシブ）」な社会の実現（2019年４月報告書公表）。

目指すべき社会像

解
決
す
べ
き
課
題

高齢者

Society5.0時代を支えるIoT、AI、5G等のICTの技術が進展する中で、
デジタル活用の利便性を誰もが享受できるよう、課題解決に向けたICT活用施策を講じる

① デジタル活用支援員
の整備

・身近な場所で身近な者に
高齢者等がICTに関する
相談ができる「デジタル活
用支援員」の整備

② 地域ICTクラブの
普及

・地域でICTスキルを子供
たちが世代を超えて学び
合う「地域ICTクラブ」の
全国展開

③ 障害当事者参加型
技術開発の推進

・障害当事者参加型のICT
機器・サービスの開発促進
（機器・サービスの開発助成、
障害情報共有PFの構築）

④ 情報アクセシビリティ
の確保

・ICT機器・サービスがアクセ
シビリティ基準を満たしている
かどうかを企業が自己評価
を行う日本版VPAT導入
・政府情報システムの調達に
おけるアクセシビリティ要件の
強化

⑤ テレワーク環境の整
備・多言語対応等

・テレワーク等の環境整備
（障害者、高齢者、育児・介
護等世代の就労支援）
・「やさしい日本語」の 活用促
進による多言語音声翻訳シ
ステムの精度向上
・行政手続や公共サービス等に
係る官民オープンデータ推進

等

障害者 育児・介護等世代 多文化共生

※情報アクセシビリティ確保に関する施策

●身体・認知機能
の低下への対応
●生きがい、再活躍の
場づくり
●独居世帯の増加、
つながりの希薄化
への対応

●日常生活等の支援
●就労環境の整備
●社会の意識改革
（心のバリアフリー）

●育児・介護等による
離職防止
●仕事と育児・介護等
の両立
●ICTスキル習得による
活躍のきっかけ作り

●言葉の壁の打破
●生活基盤の立上げ支援
（各種手続等の支援）
●文化等の相互理解

デジタル活用共生社会実現会議報告書（概要）



2通信・放送分野における情報バリアフリー促進支援事業

 デジタル・ディバイドを解消し、障害者や高齢者を含む、誰もがＩＣＴによる恩恵を享受できる情報バリアフリー環境を
実現するため、以下の助成を実施。

①デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発

本省 高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの充実に向けた、新たなＩＣＴ機器・サービスの研究開発を行う
者に対し、経費の２分の１（最大3000万円）を上限として助成金を交付。

② 情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金

NICT 国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供を
行う者に対し、経費の２分の１を上限として助成金を交付。

モバイル型情報保障サービス（e-ミミ）

聴覚障害者の学びを支援するため、高等学校・大学及び講習会・セミ
ナーへの、遠隔地からのパソコン文字通訳（要約筆記）による文字情報
の配信提供。

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
、
会
場
内
の
利

用
者
が
持
っ
て
い
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ

ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
字
幕
と
し
て
表
示
。

①
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
通
し
て
送
ら
れ
た

会
場
内
の
音
声
を
文
字
へ
変
換
。

駅構内を想定した視覚障害者の歩行誘導サービス（shikAI）

地下鉄の駅構内に設置したQRコードからの情報とメガネ型ウェアラブルデバ
イス から得た情報をスマートフォンで統合し、クラウドサービスを利用しながら、
道案内、駅構内情報、危険回避、さらには広告の提示などを実現

（参考）助成事例



3障害当事者参加型技術開発の推進（データベース構築）

データベースの整備と共同利用

障害者向けICT機器・サービスの開発を促進するため、開発に必要となる技術シーズやニーズ情報、
研究者情報等を集約したデータベースを整備。
※開発メーカー、研究機関、障害者、販売事業者等が共同活用に資するデータベースを構築し、技術トレンドを踏まえ利便性の高い機
器開発を支援（令和2年度にデータベースを構築、令和3年9月からNICTにおいて運営中）

効果

・ 研究機関の基礎
技術を育てる

・ マーケティング（ニーズ）を踏まえ
売れる機器の企画
・ 最新トレンドの技術を反映

・ 技術の複合による
付加価値増大

・ 販売事業者との共有・連携

企画・設計 開発・製造 販売・流通

開発メーカーＡ

開発メーカーB
大学

技術ベンチャー
投資会社

障害者障害者
大学 開発メーカーC

販売メーカー

障害関連情報
データベース

企業による製品・
サービス開発

②企業による障
害者に配慮した
製品・サービスの
自己評価

障害者の声に配
慮した製品・サー
ビスの導入促進

製品・サービスの開発を加速化

・障害者・市場ニーズを踏まえた利用価値の高い機器が社会に安定的・継続的に供給されるためには、機器を供給する企業が、
利用者である障害者の様々な声を直接参照することを可能とするデータベースの構築・整備が必要。

・障害者のニーズや行動特性に関する情報が十分でなく、企画段階での需要把握が不十分。
・障害者向け機器開発は、中小企業が担い手となっているところ、最新の技術シーズや研究者群を一覧化できる情報を集約した場がない。
・対象となる市場規模が狭く、開発後の市場への流通・販売や資金調達を円滑にする環境に課題。

課

題

施
策
の

必
要
性



4（参考）情報アクセシビリティ支援ナビ（イメージ）



技術基準（JISx8341シリーズ（JISx8341-2：パーソナルコンピュータ））

○ ICT機器やサービスに誰もがアクセスできるよう、情報アクセシビリティの確保が重要。このため、企業が自社で開発するICT機器・
サービスについて情報アクセシビリティ基準を満たしているかを自己評価する様式（情報アクセシビリティ自己評価様式）を作成。

〇 政府情報システムの整備・管理に関する国の標準ガイドライン（デジタル庁が主管）においては、調達する政府情報システムの
アクセシビリティ対応状況の確認のために情報アクセシビリティ自己評価様式の活用が位置づけられており（令和４年４月改定）、
企業等による情報アクセシビリティ自己評価様式の利活用促進のための普及啓発を実施。

障害者に配慮したICT機器・サービスの評価（情報アクセシビリティの確保）

（様式イメージ）

技術基準

障害種別毎に、技術基準（※）に
照らして自己評価を実施

○評価項目（例）
 見えにくさに配慮したアクセス
 色認識を必要としないアクセス
 聞こえにくさに配慮したアクセス
 発声・発話を必要としないアクセス

（※）JIS X8341シリーズ：高齢者・障害者等配慮設計指針
ー情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス

5

自己評価結果



【VPAT (Voluntary Product Accessibility Template）】
○VPATとは、各企業が自社のICTに関連する機器、アプリ、Webサイト等が法令等のアクセシビリティの基準
を満たしているかどうかを記載するための自己申告用のフォーマット。ITI（米国情報技術工業協議会）
が作成、更新。

○現在のVPATバージョン2.3は、リハビリテーション法第508条の技術基準（米国）、EN 301 549
（EU）及び W3C/WAI WCAG 2.0, 2.1* （or ISO/IEC40500）に対応。

*World Wide Web Consortium (W3C) が作成したウェブコンテンツのアクセシビリティガイドライン
○各企業は、法令等の各基準に準拠しているかをVPATに記入し、自社のWebサイト等で公開するのが一般
的。

○なお、リハビリテーション法第508条では、連邦政府が電子情報機器を調達する際には、アクセシブルな機
器を調達しなければならないと定められているため、技術基準を満たしていなければ入札において不利になる。

※企業のVPAT公表例
Apple Accessibility Conformance ReportIBM Accessibility Conformance Report

6（参考）米国における情報アクセシビリティ基準適合に関する自己評価の仕組み（VPAT）



（参考）障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進法（概要） 7

全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、
情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要

障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し共生社会の実現に資する

目的（１条）

(1)障害者による情報取得等に資する機器等（11条）
①機器・サービスの開発提供への助成、規格の標準化、障
害者・介助者への情報提供・入手支援

②利用方法習得のための取組（居宅支援・講習会・相談
対応等）、当該取組を行う者への支援

③関係者による「協議の場」の設置 など
(2)防災・防犯及び緊急の通報（12条）
①障害の種類・程度に応じた迅速・確実な情報取得のため
の体制の整備充実、設備・機器の設置の推進

②多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進
など

(3)障害者が自立した日常生活・社会生活を営むために必
要な分野に係る施策（13条）
①意思疎通支援者の確保・養成・資質の向上
②事業者の取組への支援 など

(4)障害者からの相談・障害者に提供する情報（14条）
国・地方公共団体について
①相談対応に当たっての配慮
②障害の種類・程度に応じて情報を提供するよう配慮

(5)国民の関心・理解の増進（15条）
○機器等の有用性・意思疎通支援者が果たす役割等、
障害者による情報取得等の重要性に関する関心・理
解を深めるための広報・啓発活動の充実 など

(6)調査研究の推進等（16条）
○障害者による情報取得等に関する調査研究の推進・
成果の普及

基本的施策（11条～16条）

○障害者基本計画等（障害者基本法）に反映・障害者白書に実施状況を明示（９条）
○施策の実施に必要な法制上・財政上の措置等（10条）



（参考）デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（アクセシビリティに関する事項）

○デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（デジタル社会推進会議幹事会決定、2022年４月20日最終改正）

デジタル社会形成基本法及びデジタル庁設置法、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等に基づき、サービ
ス・業務改革並びにこれらに伴う政府情報システムの整備及び管理について、その手続・手順に関する基本的な
方針及び事項並びに政府内の各組織の役割等を定める体系的な政府共通のルールとして、「デジタル・ガバメン
ト推進標準ガイドライン」を策定。

第３編 ＩＴマネジメント
第５章 要件定義

１）要件定義書の記載内容

ウ 非機能要件の定義
a) ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システ
ムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載するとともに、国民向けの情報システムの整備に当た
り、デジタルデバイドが是正され、全ての国民がその恩恵を受けられるよう、ユニバーサルデザインの考え方等に配慮するも
のとする。
具体的には、障害者・高齢者を始めとして誰もがＩＣＴ機器・サービスにアクセスできるよう、整備する政府情報システ
ムの内容に応じ、総務省が公開している情報アクセシビリティ自己評価様式（通称：日本版ＶＰＡＴ）の書式に基づき、
アクセシビリティへの対応状況（あるいは対応予定）を記載するように応札者に求めることで、可能な限り、障害の種類・
程度を踏まえた対応状況を確認することにより、環境整備の推進に努める。

8



（参考）デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月７日閣議決定） 9

第４ デジタル社会に向けての理念・原則（抜粋）
１．誰一人取り残されないデジタル社会の実現
② デジタル機器・サービスに係るアクセシビリティ環境の整備
令和３年度（2021 年度）以降、政府等の公的機関のウェブアクセシビリティの確保の取組を
強化する。視覚・聴覚のみならず、知的障害も含め、様々な障害の種類・程度や利用者側のニー
ズとデジタル機器・サービスの開発を行う企業等のシーズのきめ細かなマッチングを実現するとともに、
具体的な障害者向けデジタル機器・サービスに関する情報共有（当該機器・サービスを活用し、障
害者や高齢者等を支援する場合の支援方法等を含む。）のための関連情報のデータベースの整
備及び利用促進を図る。
視覚・聴覚障害者向け会議支援システム等、障害者、高齢者等の利便の増進に資するデジタル
機器・サービスの研究開発の推進及びその普及を図ると共に、視覚障害者等が電子書籍を利用す
るための端末機器等の研究開発の推進や導入支援を行う。
（中略）
企業等が開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうか自
己評価し、公表する仕組み（「日本版 VPAT」）等の普及展開を引き続き推進するとともに、令
和４年（2022年）４月の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」 の改定により、政府情
報システムに係る調達において「日本版VPAT」の書式を用いて、障害の種類・程度を考慮した確
認を求めることとする。



10（参考）障害者基本計画（第5次）（令和５年３月１４日閣議決定）

３．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ＜※関連記述を抜粋＞
（略）

(１) 情報通信における情報アクセシビリティの向上
○ 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配
慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進する。［3-(1)-1］
（略）
○ 企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準（JIS X 8341シリーズ等）に適合しているかど
うかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及展開を促進する。また、引き続き、デジ
タル・ガバメント推進標準ガイドラインにのっとり、政府情報システムに係る調達において当該様式などを用いて、障害の種類・
程度を考慮した確認を求める。［3-(1)-4］
○ 公共インフラとしての電話リレーサービスが、国民に広く認知及び理解され、その利活用が推進されるよう関係機関と連携
して取組を推進するとともに、利用者ニーズや今後の技術の進展等を踏まえたサービス提供内容の充実を図る。また、銀行や
保険会社等の金融機関に対し、顧客に対して電話にて提供されているサービスについては、電話リレーサービスを利用した場合
であっても同様に提供されるよう促すとともに、その対応状況をフォローする。［3-(1)-7］
（略）
(４) 行政情報のアクセシビリティの向上
（略）

○ 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェ
ブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、最
新のウェブアクセシビリティ規格を踏まえ、必要な対応を行う。また、「みんなの公共サイト運用ガイドライン 」について必要な見直
しを行うこと等により、公的機関等のウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。［3-(4)-2］
○ 各府省における行政情報の提供等に当たっては、ＩＣＴの利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供を行う。
［3-(4)-3］
○ 災害発生時若しくは災害が発生するおそれがある場合、又は事故発生時に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、
民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した多様な伝達手段や方法による情報伝達の
体制や環境の整備を促進する。［3-(4)-4］
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